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リスク管理
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各リスク
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ＡＬＭ委員会 環境委員会
理 事 長

監 事

理 事 会

監 事 会

総 代 会

（2022年7月1日現在）

　理事会は、原則月2回開催し、金庫の業務執行に関する重要事項を決定します。理事会には監事も出席します。
　監事会は、原則月２回開催します。監事は2名の員外監事（会員でない方）を含む4名で構成され、理事の職務遂行を
　　　　　 監視します。

（2022年7月1日現在）

※1 理事  佐藤　隆は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ」に基づく職員外理事です。
※2 監事  坂井　浩史、長谷部　信一は信用金庫法第32条第５項に定める員外監事です。

理 事 長

専務理事

常務理事

常務理事

山 本 良 一

萩 野 　 修

高 森 一 孝

安 田 善 之

常勤理事

常勤理事

常勤理事

常勤理事

木 村 正 吾

中 西 澄 裕

佐 藤 　 隆

鮫 島 政 明

常勤監事

監 事

監 事

監 事

橘 木 勝 美

森 澤 　 毅

坂 井 浩 史

長谷部　信　一

（代表理事）

（代表理事） （ 非 常 勤 ）

（ 非 常 勤 ）

（ 非 常 勤 ）

　〈にっしん〉は、地域の中小企業及び個人のお客さまに必要な資金を安定的に供給し、地域経済の発展に寄与
するため、以下の方針に基づき、地域金融の円滑化に全力を傾注して取組んでまいります。 

金融円滑化

理事会・監事会

本部組織
（１）　〈にっしん〉は、お客さまからのご意見、ご批判を真摯に受け止め、個々の問題を十分検証することにより、

〈にっしん〉全体のサービス改善につなげていきたいと考え、これを毎月開くコンプライアンス委員会の最大
の目的としています。

（2）　〈にっしん〉は、全力をあげて、反社会的勢力との関係を遮断することを宣言します。
　この問題については直ちに理事長まで情報が上がることとなっており、平素から警察、弁護士などの外部
専門機関と緊密な連携関係を構築し、金庫が一丸となって、毅然として対応する態勢をとっています。

（3）　金融犯罪が多様化かつ高度化し、世界各所でテロ犯罪が発生するなか、〈にっしん〉（グループ会社を含む）
においても、厳格なマネー・ロンタリング及びテロ資金供与対策にかかる態勢整備として、方針・手続きの
整備を行うとともに、教育・研修等を通じた人材育成などを積極的に進めています。

　　　今後も法令を遵守する態勢整備を進めていくとともに、マネロン対策の更なる強化を継続的に実施して
いきます。

コンプライアンス態勢の確立

　地域の中小企業及び個人のお客さまへの安定した資金供給は、事業地域が限定された
協同組織金融機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。
　私どもは、お客さまからの資金需要や貸付条件の変更等のお申込みがあった場合には、
これまでと同様、お客さまの抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて
真摯に取組みます。

1．取組み方針

　〈にっしん〉は、事業再生を含むお客さまの経営相談等に対応する専門部署として審査部
ソリューション事業室を設置し、経営相談、事業再生支援に積極的に取組んでいます。

4．事業再生に向けた取組み

　〈にっしん〉は、上記取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を
図っています。

（1）態勢整備を図るために理事会において、当該基本方針、金融円滑化管理方針及び金融
　　円滑化管理規程を制定し、専務理事を金融円滑化管理責任者として選任しています。

（2）全営業店に金融円滑化ご相談窓口を設置するとともに、金融円滑化営業店責任者
　  （営業店長）及び金融円滑化担当者を配置し、お客さまからの相談に対応しています。

（3）金融円滑化のご相談窓口を「もしもしコール」としました（0120-15-2489）。

2．金融円滑化措置の円滑な実施に向けた態勢整備

　〈にっしん〉は、複数の金融機関から借入れを行っているお客さまから貸付条件の変更等
の申し出があった場合など、他の金融機関や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要が
生じたときは、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を得たうえで、これらの関係機関と
情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りながら地域金融の円滑化に努めてまいり
ます。

3．他の金融機関等との緊密な連携

28 29

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢

の
確
立
、金
融
円
滑
化

本
部
組
織
、

理
事
会
・
監
事
会




